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営
農
生
活
課

　
斎
藤 
淑
美

農
業
者
年
金
が
さ
ら
に
便
利
に

新
要
素
を
ふ
ま
え
た
世
代
別
メ
リ
ッ
ト

　

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
方
な
ら

広
く
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
国
民

年
金
の
上
乗
せ
と
な
る
公
的
年
金
で
す
。

次
の
要
件
を
満
た
す
方
な
ら
ど
な
た
で

も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

年
間
六
十
日
以
上
農
業
に
従
事

② 

国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者

　

※

国
民
年
金
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く

③ 

六
十
歳
未
満

　

こ
の
よ
う
に
農
業
者
の
方
な
ら
広
く

加
入
で
き
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
さ
ら

に
令
和
四
年
五
月
か
ら
は
、
国
民
年
金

の
任
意
加
入
者
で
あ
れ
ば
六
十
歳
以
上

③
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
積
立
方
式
・

　
確
定
拠
出
型
の
年
金

　

農
業
者
年
金
は
、
加
入
者
自
ら
積
み

立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運
用
益
を
年
金

原
資
と
し
て
年
金
額
が
決
ま
る
「
確
定

拠
出
型
の
積
立
年
金
」
で
す
の
で
、
年

金
財
政
が
現
役
世
代
と
引
退
世
代
の
人

口
比
の
影
響
を
受
け
な
い
の
が
特
徴
で

す
。
少
子
高
齢
化
時
代
で
も
安
定
的
な

終
身
年
金
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
年
度
の
積
立
・
運
用
の
状
況
は
農

業
者
年
金
基
金
か
ら
全
て
の
加
入
者
に

個
人
ご
と
に
通
知
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

こ
れ
ま
で
の
運
用
実
績
は
制
度
発
足
以

降
、
令
和
二
年
度
ま
で
の
十
九
年
間
の

平
均
運
用
利
回
り
で
年　

％
と
な
っ
て

い
ま
す
。

 

四
十
代
以
上
の
農
業
者
向
け

　
　

 

農
業
者
年
金
加
入
の
メ
リ
ッ
ト

①
税
制
面
の
優
遇
措
置
が
大
き
い

　

積
み
立
て
る
保
険
料
は
、
将
来
年
金

と
し
て
受
け
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

だ
け
で
な
く
、
支
払
っ
た
家
族
分
の
保

険
料
も
含
め
て
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
・

復
興
特
別
所
得
税
が
節
税
に
な
り
ま
す
。

　

農
業
経
営
に
ゆ
と
り
が
出
た
時
は
毎

月
の
保
険
料
額
を
増
額
し
た
り
、
翌
一

年
分
を
あ
ら
か
じ
め
一
括
し
て
納
付
す

る
「
前
納
納
付
（
納
付
月
：
当
年
十
二

月
）
」
で
当
年
中
に
納
付
す
る
保
険
料

額
を
増
や
し
て
節
税
額
を
ア
ッ
プ
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

農
業
者
年
金
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ

て
い
る
国
庫
補
助
制
度
で
す
が
、
国
庫

補
助
部
分
の
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
加
入
期
間
と
し
て
の
二
十
年
以
上

と
経
営
継
承
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
経

営
継
承
の
時
期
に
つ
い
て
の
年
齢
制
限

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
六
十
五
歳
を
超

え
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
国
庫
補

助
部
分
を
除
い
た
本
人
負
担
分
に
つ
い

て
の
年
金（
老
齢
年
金
）は
、
原
則
六
十

五
歳
以
降
受
給
を
開
始
し
た
時
か
ら
生

涯
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
通
常
加
入
は
自
由
に
選
べ
る
保
険
料

　
さ
ら
に
三
十
五
歳
未
満
な
ら
一
万
円

　
か
ら
で
も
加
入
可
能

　

通
常
加
入
の
保
険
料
は
下
限
が
二
万

円
で
上
限
が
六
万
七
千
円
と
な
っ
て
お

り
ま
す
が
、
令
和
四
年
一
月
よ
り
三
十

五
歳
未
満
で
政
策
支
援
加
入
の
対
象
と

な
ら
な
い
方
は
、
月
額
一
万
円
か
ら
で

も
通
常
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

な
お
、
保
険
料
は
千
円
単
位
で
選
択

可
能
で
、
加
入
途
中
で
金
額
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型
の

年
金
で
あ
る
農
業
者
年
金
の
運
用
益
は

非
課
税
で
年
金
の
原
資
と
し
て
積
み
上

が
り
ま
す
。
な
お
、
農
業
者
年
金
基
金

の
事
務
経
費
は
国
が
負
担
し
て
い
る
た

め
、
支
払
っ
た
保
険
料
の
全
額
が
運
用

さ
れ
ま
す
。

②
死
亡
一
時
金
も
あ
り
安
心

　

八
十
歳
前
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、

八
十
歳
ま
で
に
受
け
取
る
農
業
者
老
齢

年
金
の
現
在
価
値
相
当
額
を
一
時
金
と

し
て
遺
族
が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
お
、
死
亡
一
時
金
は
非
課
税
で

す
。

《
注
意
点
》
加
入
期
間
等
に
よ
り
支
払

額
を
下
回
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 

農
業
者
年
金
に
関
す
る
ご
相
談
や

　
　
　
　
　

加
入
の
お
申
込
み
は…

　

営
農
生
活
課
（
経
済
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
流
山
経
済
セ
ン
タ
ー
）
ま
で
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

六
十
五
歳
未
満
の
農
業
従
事
者
も
加
入

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

六
十
五
歳
の
日
本
人
の
平
均
余
命
は

男
性
二
十
年（
八
十
五
歳
）、
女
性
二
十

五
年（
九
十
歳
）と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が

農
業
者
年
金
受
給
者
、
つ
ま
り
農
家
の

方
は
さ
ら
に
長
生
き
さ
れ
る
と
い
う
デ

ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
老
後
は
お
金
の
こ

と
を
心
配
せ
ず
に
生
活
し
た
い
も
の
で

す
が
、
予
測
不
可
能
な
経
済
変
動
や
思

わ
ぬ
ケ
ガ
や
病
気
も
あ
り
得
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
月
々
約
六
万
五
千
円（
四

十
年
加
入
の
場
合
）
で
夫
婦
合
わ
せ
て

月
額
約
十
三
万
円
で
す
。
高
齢
農
家
世

帯
（
世
帯
主
が
六
十
五
歳
以
上
の
夫
婦

二
人
）の
家
計
費
が
月
額
約
二
十
二
万
円

と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
、
豊
か
な
老
後

の
生
活
の
た
め
に
は
国
民
年
金
だ
け
で

は
充
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
世
代
別
に
農
業
者
年
金
の

メ
リ
ッ
ト
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

農
業
者
年
金
制
度
が
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
方
が
加
入

し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
老
後
の
生
活

の
収
入
を
、
国
民
年
金
プ
ラ
ス
農
業
者

年
金
で
支
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

若
い
農
業
者
・
後
継
者
向
け

　
　

農
業
者
年
金
加
入
の
メ
リ
ッ
ト

①
月
額
最
大
一
万
円
の
国
庫
補
助
で

　
　
　
　
　
二
万
円
の
積
立
て
が
実
現

　

農
業
者
年
金
に
三
十
九
歳
ま
で
に
加

入
す
れ
ば
、
次
の
三
つ
の
要
件
を
満
た

す
こ
と
に
よ
り
政
策
支
援
（
国
庫
補
助

：
最
大
一
万
円
）
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
で
す
。

　

保
険
料
の
国
庫
補
助
を
受
け
ら
れ
る

期
間
は
最
長
二
十
年
間
で
す
。
三
十
五

歳
以
上
の
支
援
は
最
長
で
十
年
間
と
な

り
、
三
十
五
歳
に
達
す
る
と
補
助
額
が

減
額
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
加
入

す
れ
ば
国
庫
補
助
を
長
く
受
け
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

１
．
六
十
歳
ま
で
に
保
険
料
納
付
期
間

　
　

等
が
二
十
年
以
上
見
込
ま
れ
る

　
　
（
つ
ま
り
三
十
九
歳
ま
で
に
加
入
す

　
　

る
こ
と
）

２
．
農
業
所
得
（
配
偶
者
、
後
継
者
の

　
　

場
合
は
支
払
い
を
受
け
た
給
料
等
）

　
　

が
九
百
万
円
以
下

３
．
認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
者
な
ど

　
　

次
の
「
政
策
支
援
の
要
件
と
国
庫

　
　

補
助
額
」
の
表
の
必
要
な
要
件
の

　
　

い
ず
れ
か
に
当
た
る
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